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※仙台都市圏高速環状ネットワークのご利用において、入口と出口のインターチェンジ相互間の経路

が複数ある場合の料金は、どちらの経路で走行しても料金は同額です。 ただし、ご利用された経路

に周回走行を含む場合は、周回分の料金が加算されます。周回走行をされた場合は出口料金所

で係員のいる一般レーンをご利用のうえ、係員に走行経路をお申し出ください。（ＥＴＣをご利用の場

合は出口料金所でＥＴＣ開閉バーが開かないことがありますので、一般レーンをご利用ください。） 

【料金算定の特例】 

複数経路のうち最も短い経路の距離とその他の経路の距離を比べ２倍を超える経路を走行した場

合には実際にご走行された経路に応じて算出した料金の額とし、２倍以内の経路をご走行した場合
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は各経路毎に算出した通常料金のうち最も低い額とすることになっています。なお、ＥＴＣ時間帯割

引は最も低い通常料金の経路で各道路毎に計算することになっています。 

※ＮＥＸＣＯ３社が実施しているＥＴＣ時間帯割引は、宮城県道路公社が管理する区間（仙台南部道

路及び仙台松島道路）は対象外です。 

※ＥＴＣ時間帯割引の適用条件等は、ドラぷら（http://www.driveplaza.com/dp/ETC）をご覧くださ

い。 

※ 大 衡 Ｉ Ｃ が 開 通 す る こ と に よ る 各 Ｉ Ｃ 間 の 料 金 は 、 開 通 日 以 降 に ド ラ ぷ ら

（http://www.driveplaza.com/）でご確認ください。 


